
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市には、ふるさと納税制度により市川市内の学校法人等を支援する「市川市学校法人等応援寄附金」 

があります。 

応援したい学校として和洋国府台女子中学校高等学校を指定して市川市へ寄付をしていただくことで、 

この制度を通じて母校をご支援いただくことができます。 

税額控除が受けられる 

ふるさと納税制度による市川市へのご寄付では、寄付額のうち

2,000 円を超える部分について、所得税や住民税から原則として

全額が控除されるため、寄付者の実質的な負担は 2,000 円とな

ります（控除される金額には、収入や家族構成等に応じて一定の

上限があります。） 

 

全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安 

総務省「ふるさと納税」ポータルサイト 詳しくはこちら▶ 

申込方法 

①ふるさと納税サイトからの申込 

からお礼の品なしの寄付から申

込。応援したい学校で当校を選択。 

②市川市役所総合市民相談課にて

直接納付 

地域への公益的活動に活用 

本校が実施する魅力ある学校づく

り・地域との関わり創出・活力ある

まちづくりに資する事業に大切に活

用させていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・ご寄付に伴う市川市からの返礼品の贈呈はございません。 

・市川市在住の方はご寄付いただけません。 

・確定申告が不要な給与所得者等の方は、一定の条件のもとであれば、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受

けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。 

・本制度を利用した場合は市川市への寄付となるため、寄附金受領証明書は市川市から発行されます。 

【参考】 

・総務省「ふるさと納税」ポータルサイト  

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 

 

・ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/pla01/1111000115.html 

 

 

 

皆様からの市川市への寄附金は、受付期間（1～12 月）終了後の翌年度に、寄附金の 7 割を上限

として母校へ補助金として交付されます。 

いただいたご寄付は地域と学校・学生との連携交流事業、地域の課題解決に資する事業、地域の産

業・観光・経済の活性化に資する事業、地域の歴史の継承、文化またはスポーツの振興を図る事業、

地域の環境保全に関する事業に大切に活用させていただきます。 

【寄附方法 詳細】 

ふるさとチョイス  

ふるなび      

楽天ふるさと納税  


